
上記の児童生徒は上記の日付に授業を欠席しましたが、学校は現在まで、その正当な理由を受理していま
せん。1990年教育法 (Education Act 1990) により、児童生徒は病気またはその他の正当な理由がある場合
を除き、毎日学校に登校することが義務付けられています。また同法は、児童生徒が欠席した場合、その保
護者が欠席当日から７日以内に理由を説明する義務を定めています。この義務を怠った場合、かかる児童生
徒は正当な理由なく欠席したと記録されることになります。

つきましては、お子様の欠席理由を本用紙の下記空欄にご記入のうえ、できる限り早急に学校へご提出く
ださい。あるいは、本用紙をご提出いただく代わりに上記の番号までお電話になり、お子様の欠席について
ご相談いただくこともできます。

学校までお電話の際に通訳をご必要とされる場合は、電話通訳サービス (Tel: 131 450) へお電話になり、
ご希望の言語をご指定ください。通訳が学校に電話をかけ、そのまま電話を介して会話をお手伝いします。
なお、このサービスは無料です。

校長 (Principal)

日付 

JAPANESE

欠席通知 (2) ABSENTEE NOTICE (2) 

就学義務 
COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE

Dear

児童生徒氏名

欠席日

学校の電話番号

欠席理由 

保護者氏名

保護者署名

日付

Name of parent or carer

Reason for absence

Signature of parent or carer

Date
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